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国見図書館　　☎0978-82-1585　　　　くにさき図書館　　☎0978-72-3500
武蔵図書館　　☎0978-69-0946　　　　安岐図書館　　　　☎0978-67-3551問い合わせ

新着図書のご案内

児 

童 

書

一 

般 

書

武蔵図書館
ストーンハート
かまぼこの絵本
まじょ子のおしゃれプリンセス
おさるのかくれんぼ
ちゃいますちゃいます
視聴率の正しい使い方
ひとりぼっちのジョージ
悪人
ジェネラル・ルージュの凱旋
迷産時代

チャーリー・フレッチャー
のむら　あきら

藤　真知子
いとう　ひろし

内田麟太郎
藤平　芳紀

ヘンリー・ニコルズ
吉田　修一
海堂　　尊
宇佐美　遊

　　薫　くみこ
那須田　敦
天野　碧海
角野　栄子
西巻　かな
田口　二州
笈川　博一
森本　秀樹
石田　雄太
竹田真砂子
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安岐図書館
21世紀こども百科地球環境館
おりがみおもちゃの本
ぽんぽこトリオとおへそのしま
やさいたちのうた
のりののりこさん 
女性の品格
世界を変えた６つの飲み物
変身
玻璃の天
あいつ、かっこよかった　上下

小学館
いまい　みさ
深見　春夫
藤富　保男

かとう　まふみ
坂東眞理子

トム・スタンデージ
嶽本　野ばら
北村　　薫
クィヨニ
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国見図書館
ハキちゃんの「はっぴょうします」
一億百万光年先に住むウサギ
トコロウとテンジロウ
ブタベイカリー
スプーンさんとフォークさん
九星家相方位入門
面白いほどよくわかる古代エジプト
新ここがポイント集落営農
屈辱と歓喜と事実と報道されなかった王ジャパン121日間の舞台裏
桂昌院藤原宗子
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くにさき図書館
ボーイズ・レポート
おとうさんにおみやげ
ちいさなそうじきトルトル１号
ぼくらの妖怪封じ
ぎょうれつのできるパンやさん
明智左馬助の恋
食い逃げされてもバイトは雇うな
知ってトクする職場の法律
私の好きなお国ことば
小学五年生

ケイト・ブライアン
つちだ　よしはる
おだ　しんいちろう

香西　美保
ふくざわ　ゆみこ

加藤　　廣
山田　真哉

日本経済新聞社
小学館辞典編集部

重松　　清
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日 月 火 水 木 金 土

は
休館日6図書館カレンダー 月

図書館行事
開館時間　午前10時～午後6時

29日㈮は、資料整理のため休館です。

国見図書館　おはなしひろば
　　９日㈯　午前９時30分～
　　23日㈯　午前９時30分～　竹田津改善センター

くにさき図書館　おはなし会
　　10日㈰　午前10時30分～
　　23日㈯　午後２時～

安岐図書館　ひまわりの部屋（おはなし会）
　　９日㈯　午前10時30分～

武蔵図書館　おはなしのへや
　　６日㈬　午後３時30分～
　　20日㈬　午後３時30分～
　　移動図書館
　　21日㈭　午後１時30分～２時　吉広地区
　　28日㈭　午後１時～１時30分　武蔵西小学校
　　すこやか館おはなし会
　　26日㈫　午後３時30分～

ご活用ください！！  地域の新しい力を応援します
大分県地域活性化総合補助金制度の概要

問い合わせ
大分県東部振興局　地域振興部　☎０９７８72０８５７
国東市企画課企画係　　　　　　☎０９７８72５１６１

国見総合支所　☎０９７８82１１１１
武蔵総合支所　☎０９７８68１１１１
安岐総合支所　☎０９７８67１１１１

注：「旧町村部」とは、新市の本庁舎が置かれない旧町村地域のことです。

活性化チャレンジ枠 地域活動支援枠

趣　　旨

対象地域
事業主体

限  度  額

対象事業

補  助  率

　地域資源等を活用した地域活性化に向け
て、地域の様々な主体がチャレンジする調査
研究や試行等に対して支援します。

　地域の様々な主体の行う地域活性化に向け
た取り組みを支援します。

　地域活性化に向けた次のいずれかの取り組みにあた
り、あらかじめ行われる調査研究や試行等
①地域資源の活用や地域の課題解決につながるコミュ
ニティビジネス及び一次産業の振興につながるビジネス
展開（以下「ビジネス化」という。）

②ＩＴやバイオテクノロジー等の先端技術革新
③地域通貨による地域の課題解決やコミュニティの醸成
④その他、チャレンジ精神を持って行われる事業で、振興
局長が認めるもの

　地域活性化につながる次のいずれかの取り組みで、振
興局長が認めるもの
①地域資源の活用や地域の課題解決につながるコミュ
ニティビジネス及び一次産業の振興につながるビジネス
展開（以下「ビジネス化」という。）

②一次産業、商工業、観光業等産業の振興につながる
取り組み

③地域間交流、人材育成、文化振興、イベント開催等地
域活性化につながる取り組み

④その他、特に住民福祉の向上や地域活性化につなが
る事業で、振興局長が認めるもの

県内全域 県内全域

個人、各種団体、法人　※市町村は対象外 個人、各種団体、法人、市町村

１件につき1,000千円 １件につき原則10,000千円

２／３以内 １／２以内
（市町村を通じた間接補助の場合は１／３以内で市町村の補助額以内）

旧町村部活力創造枠 旧町村部緊急支援枠

趣　　旨

対象地域
事業主体

限  度  額

対象事業

補  助  率

　旧町村部の活性化につながる持続可能な取
り組みに対して支援します。

　旧町村部住民が抱える不安・懸念の解消や
コミュニティの維持、地域活力向上に向けた
取り組みをきめ細かに支援します。

　旧町村部の活性化につながる持続可能な次のいずれ
かの取り組み
①地域活動の活性化
②農林水産業等の産業振興
③伝統文化の保存継承
④新市の行う旧町村地域の活性化

　市町村合併に伴う旧町村部住民の不安等の解消やコ
ミュニティの維持、地域活力の向上等に資することを目的
とする次のいずれかの取り組み
①地域に根ざしたイベントの開催
　（各種祭り、スポーツ大会　等）
②地域活性化のための活動の継続
　（草刈り等美化活動、道路等の維持補修活動　等）
③伝統芸能、地域文化活動の継続
④その他、旧町村部の諸課題の解決等に資する事業で、
振興局長が認めるもの

旧町村部限定 旧町村部限定

個人、各種団体、法人、市 各種団体、法人　※個人、市は対象外

１件につき原則50,000千円 １件につき原則10,000千円

原則２／３以内
（特認３／４）

Ｈ19－３／４以内
※Ｈ20以降の年度は補助率逓減
Ｈ20－２／３、Ｈ21－１／２以内


